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第1条 （目的）    本細則は安全管理規程の施行に関する細則を定める。 第2条 （輸送の安全に関する重点施策） 
(1) 内部監査について （目的）安全マネジメントの実施状況を点検することを目的とする。 （機能）輸送の安全確保の見地からバス事業に係る業務を適正に把握し安全マネジメントの向上及び改善に寄与することにある。 （実施回数）年１回以上とする。 （担当部署）営業本部とし原則所轄の所長職位以上が遂行する。 （監査責任者）安全統括管理者とする。 （監査対象）乗合及び貸切全営業所とする。 
(2) 輸送の安全の確保に関する社内体制（組織）の構築 

1. 社長を起点とする連絡体制及び指揮命令系統並びに業務処理については別途組織図（別表 1-1～5）の通りとする。 
2. 安全統括管理者が病気又は不在時は安全統括管理代務者が代務執行する。 
3. 営業所長は現場における体制の長として輸送の安全の確保に関する権限を有し情報の連絡及び指揮命令に関わる行為を速やかに実行する。 
4. 乗務員及びバス事業に携わる社員は上記連絡・指揮命令を受ける他、常に安全の向上に資する技能等の向上に努め、安全な輸送の確保を行う。 

(3) 輸送の安全に関する教育及び研修の実施 
1. 運行管理者及び補助者教育：自動車事故対策機構主催講習会への受講 専任講師による研修受講 
2. 乗務員教育：年間計画による社内教育実施 （計画表は毎年別表にて作成とする：別表 2―１～2） 
3. 添乗指導等の実施：営業本部職員主体による年間指導実施 第3条 （輸送の安全に関する目標） 安全管理規程に基づき輸送の安全に関する目標を下記の通りに定める。 

(1) 目標は年度毎に設定する。 
(2) 目標は会社全体及び営業所毎に設定する。 
(3) 目標は別表にて毎年作成とする。（安全報告書） 第4条 （輸送の安全に関する計画） 
(1) 乗務員の年間教育の実施 
(2) 車両代替による安全輸送の確保 
(3) 法令遵守徹底に対するマニュアルの作成 
(4) 事故防止委員会の定期的開催 ① 営業所での開催（年 3回） ② 本社での全体開催（年 3回） ③ 定期営業所巡回（月 1回） 
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④ 乗務アドバイザー教育（年 4回） 第5条 （事故、災害等に関する報告連絡体制） 事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制は本細則第 2 条 2 項の定めと同様とする。（別表 1―1～5） 第6条 （情報の公開） 安全管理規程に基づき毎年度外部に公表するものとし、下記の通りに定める。 
(1) 公表手段としてホームページに掲載する。 
(2) 情報管理は営業本部を主管部署とする。 
(3) その他緊急時を含め公開に当たっては、安全統括管理者の指示に従うものとする。 第7条 （輸送の安全に関する記録の管理等） 安全管理規程については業務の実態に応じ適時適切に見直しを行うとあるが、記録の管理・保存の方法を含め下記の通りに定める。 
(1) 安全管理規程及び本細則の見直しについては、安全統括管理者の指揮命令の下、営業本部所属課長職以上の合議にて行うこととする。 
(2) 規程承認に当たっては当社規程管理規程に基づき取締役会の決済とする。 
(3) 輸送の安全に関する会議議事録については会議主管部署にて記録し、3 年間保存とする。 
(4) 内部監査結果書類は営業本部にて記録し、安全統括管理者が 3年間保存とする。 
(5) 各営業所での輸送の安全に関する記録は各営業所にて 3年間保存の上、一部を本社管理課に提出とする。  付則 

1. 本細則の改廃は、安全管理規程の定めるところによる。 
2. 本細則は平成 20年 7月 1日より施行する。        3.  平成 21年７月１日、一部改正。         4. 平成 22年 7月 1日、一部改正。        5. 平成 23年 7月 1日、一部改正。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


